
これで安心  

マイナンバー制度  実務対応セミナー 
～制度開始までに準備すべきこと～ 

いよいよ１０月１日より、国民１人ひとりにマイナンバー（１２桁の個人

番号）が送付開始され、平成２８年１月からは社会保障・税・災害対策の

行政手続き等で使用することとなります。それに伴い各企業において従業

員等のマイナンバー収集・運用・管理が必須となり、各企業は特定個人情

報保護法や番号法に則った管理・運用が求められます。 

本セミナーではマイナンバー制度とはどのような制度か？貴社がするべき

ことは何か？マイナンバーの収集・運用・管理方法など、制度実施による

実務への影響と対応方法などについてお伝え致します。 

 

ＦＡＸ０２７６－４５－２０２０ 
このままＦＡＸにてお送り下さい。 

  【お問合せ】   真下会計事務所  TEL0276-45-1411    担当： 栁田・田中 

貴 社 名  ご連絡先  

参加者名   希 望 日 ８月６日  ・  ９月９日 

参加者名   希 望 日 ８月６日  ・  ９月９日 

参加を希望される方は下記に記入の上、平成２7年７月３１日（金）までにFAXをお願い致します。 

【 日 時 】   ８月６日（木） 午後２時より 

      ９月９日（水） 午後２時より 
 

【 場 所 】 テクノプラザおおた（太田市本町２９－１） 
       駐車場はテクノプラザおおた駐車場をご利用ください 
 

【 内 容 】  「マイナンバー制度の実務への影響と対応」 
         ①マイナンバー制度とは？  

         ②貴社がするべきことは何か？ 

         ③貴社のマイナンバー制度への対応をご支援します。 

         ④安全・安心・便利なシステムのご紹介 
 

【 定 員 】 各回とも８０名 
    （定員になり次第、締め切りとなります） 
 

【参 加 費】 無 料 
 

【 主 催 】 真下会計事務所 

両日共に内容は同じです。 

どちらかご都合の良い日にご参加ください 


